
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 就学援助台帳 

実施機関の名称 長浜市教育委員会 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

教育委員会事務局すこやか教育推進課 

個人情報ファイルの利用

目的 

経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒に対する就学援

助費の審査、給付 

個人情報の記録項目 

１保護者氏名、２保護者住所、３保護者生年月日、４電話番号、 

５児童生徒氏名、６児童生徒住所、７児童生徒生年月日、 

８学校名、９学年、10世帯員氏名、11世帯員生年月日、 

12世帯所得、13振込口座番号、14家賃月額 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

就学援助申請者（保護者）、児童生徒 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

■ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 長浜市健康福祉部こども家庭支援課 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市教育委員会事務局 すこやか教育推進課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

個人情報の収集について、本人が本市へ転入してきた場合、転入元

自治体に対し、当該自治体での就学援助費の給付状況を確認するこ

とがある。 

作成日（最終更新日）：令和６年５月１日 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 学校給食費対象者情報 

実施機関の名称 長浜市教育委員会 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

教育委員会事務局すこやか教育推進課 

個人情報ファイルの利用

目的 

学校給食費の請求及び収納、市民で支える小学校給食費補助金事務

に利用する。 

個人情報の記録項目 

１氏名、２住所、３学校園名、４学年、５学校給食費、６振替口座

番号、７アレルギーの有無、８生活保護又は就学援助、特別支援奨

励受給の有無 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

学校給食喫食者・保護者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

■ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市教育委員会事務局 すこやか教育推進課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月１日 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 小学校給食費補助金関係綴 

実施機関の名称 長浜市教育委員会 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

教育委員会事務局すこやか教育推進課 

個人情報ファイルの利用

目的 

市民で支える小学校給食費補助金事務における本人の資格審査のた

めに利用する。 

個人情報の記録項目 
１氏名、２住所、３学校名、４学年、５学校給食費、６振込先口座

番号 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

長浜市市民で支える小学校給食費補助金交付申請書兼委任状又は長

浜市市民で支える小学校給食費補助金交付申請書兼請求書を提出し

た者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市教育委員会事務局 すこやか教育推進課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 □無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月１日 


